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お問い合わせは、
（☎63・3802）まで。

税 
務 
課

お
知
ら
せ

た
だ
今
、「
合
同
滞
納

整
理
強
化
月
間
」で
す
！

町
税
の
納
め
忘
れ
は

�

ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
？

　

町
、県
お
よ
び
和
歌
山
地
方
税
回

収
機
構
で
は
11･

12
月
を
合
同
の「
滞

納
整
理
強
化
月
間
」と
し
て
、滞
納
税

額
縮
減
の
た
め
、差
押
え
を
行
う
な

ど
協
調
し
て
滞
納
整
理
に
取
り
組
み

ま
す
。

　

ま
だ
納
付
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、

金
融
機
関
ま
た
は
税
務
課
で
早
急
に

納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
納
付
で
き

な
い
方
は
、未
納
の
ま
ま
放
置
せ
ず
、

税
務
課
へ
是
非
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
夜
間
納
税
相
談
窓
口
の
開
設
】

　

次
の
と
お
り
夜
間
の
納
税
相
談
窓

口
を
開
設
し
ま
す
の
で
、ご
利
用
く

だ
さ
い
。

日
時　

平
成
26
年
12
月
18
日（
木
）

�

19
日（
金
）

�

午
後
８
時
ま
で

場
所　

役
場
別
館
１
階　

税
務
課

　

町
税
は
自
主
的
に
納
期
限
内
に
納

付
す
る
こ
と
が
原
則
で
す
。

　

納
期
ま
で
に
町
税
を
納
付
し
な
い

場
合
は
督
促
状
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

督
促
状
を
発
し
た
日
か
ら
10
日
を
経

過
し
た
日
ま
で
に
こ
の
町
税
に
か
か

る
徴
収
金
を
完
納
し
な
い
場
合
に
は

滞
納
処
分
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。徴
収
金
と
は
、本
税
に
、延
滞
金
、

督
促
手
数
料
な
ど
を
合
わ
せ
た
も
の

で
す
。

【
納
期
限
を
過
ぎ
て
も

　
　
　
　
納
付
が
な
い
場
合
】

　

納
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
た
方
と

の
公
平
性
を
保
つ
た
め
、次
の
と
お

り
滞
納
処
分
の
手
続
き
を
行
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

①
督
促
状
の
送
付

②�

電
話
や
文
書
、直
接
訪
問
な
ど
に

よ
る
納
税
の
催
告

③
財
産
調
査
を
実
施

④�

預
金
、給
与
、不
動
産
等
の
財
産
の

差
押
え

⑤
差
押
え
た
不
動
産
等
の
公
売
・
換
価

　

詳
し
く
は
、税
務
課（
☎
６
３
・
３
８

０
２
）ま
で
。

【
和
歌
山
地
方
税
回
収
機
構
と
は
】

　

機
構
は
、滞
納
と
な
っ
た
税
金
を

回
収
す
る
た
め
、滞
納
者
宅
の
捜

索
、不
動
産
・
預
金
・
売
掛
金
等
の

差
押
え
・
差
押
え
財
産
の
公
売
な

ど
の
法
的
処
分
を
行
う
組
織
で
す
。

本
町
で
も
毎
年
、滞
納
事
案
の
引
き

継
ぎ
を
行
っ
て
お
り
、今
後
も
税
負

担
の
公
平
性
確
保
の
た
め
、積
極
的

に
活
用
し
て
い
き
ま
す
。

　

日
高
地
方
租
税
教
育
推
進
協
議
会（
㟢
久
保
義
嗣
会
長
）が
、町
内
中
学
生
か
ら

募
集
し
て
い
た
平
成
26
年
度「
税
に
関
す
る
中
学
生
の
標
語
」に
２
１
６
人
の
応
募

が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
中
か
ら
、次
の
３
点
が
優
秀
作
品
に
選
ば
れ
、同
協
議
会
よ
り
表
彰
さ
れ
ま

し
た
。な
お
、受
賞
作
品
は
、御
坊
税
務
署
お
よ
び
役
場
玄
関
口
に
１
年
間
掲
出
さ

れ
ま
す
。 中

学
生��　

税
の
標
語

　
【
受
賞
作
品
】

○「
納
め
よ
う
　
未
来
を
築
く
　
第
一
歩
」

日
高
中
２
年　

黒
田
陸
真

○「
税
金
で
　
明
る
く
豊
か
な
　
国
づ
く
り
」

日
高
中
３
年　

松
原
実
由

○「
税
金
で
　
人
の
暮
ら
し
も
　
将
来
も
」

日
高
中
３
年　

山
下　

萌

町
税
は
納
付
期
限
内
に

�

納
付
し
ま
し
ょ
う
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設置者
設備の発電規模

10kw以上 10kw未満

個　人
（住　宅）

経済産業省の
認定を受け、全
量または余剰
電力を売電さ
れる場合、事業
用資産となり、
償却資産とし
て課税対象と
なります。

事業用資産と
ならないため、
償却資産とし
て課税の対象
外となります。

個　人
（事業用）事業用資産となるため、売電の有無にかかわらず償却資産と

して課税の対象となります。
法　人

　

家
屋
の
増
改
築
を
し
た
り
、倉
庫

や
物
置
、車
庫
を
新
築（
増
改
築
）さ

れ
る
と
、固
定
資
産
税
の
対
象
と
な

り
、申
告
の
義
務
が
生
じ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

家
屋
の
増
改
築
や
倉
庫
な
ど
の
新

築（
増
改
築
）を
さ
れ
た
場
合
は
、お

　

太
陽
光
パ
ネ
ル
な
ど
の
太
陽
光
発

電
設
備（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発

電
設
備
）を
設
置
し
た
時
は
、固
定
資

産
税
の
課
税
対
象
と
な
り
、償
却
資

産（
固
定
資
産
）と
し
て
町
へ
の
申
告

が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

下
表
で「
課
税
の
対
象
」に
該
当

す
る
場
合
は
、平
成
27
年
２
月
２
日

（
月
）ま
で
に
償
却
資
産
の
申
告
を
し

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
方
に
は
、12
月
末
頃
に

申
告
案
内
を
送
付
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

手
数
で
す
が
、完
成
後
に
税
務
課
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、建
物
を
取
り
壊
し
た
場
合

に
は
、滅
失
登
記
等
で
取
り
壊
し
の

把
握
に
努
め
て
お
り
ま
す
が
、滅
失

登
記
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
や
未
登

記
建
物
に
つ
い
て
は
、適
正
な
課
税

を
お
こ
な
う
た
め
、必
ず
届
出
を
お

こ
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、税
務
課（
☎
６
３
・
３

８
０
２
）ま
で
。

す
の
で
、事
前
に
ご
連
絡
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

詳
し
く
は
、税
務
課（
☎
６
３
・
３
８

０
２
）ま
で
。

※�

一
定
の
要
件
を
満
た
す
設
備
に
対
し
て
は
、

特
例
措
置
が
適
用
さ
れ
、税
負
担
が
軽
減
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

建
築
物
の
新
築
・

増
改
築
ま
た
は
取
壊

し
を
さ
れ
た
方
へ

太
陽
光
発
電
設
備
を

�

設
置
さ
れ
る
場
合

工
業
統
計
調
査
を

�

実
施
し
ま
す

　

平
成
26
年
工
業
統
計
調
査
は
、従

業
者
４
人
以
上
の
全
て
の
製
造
事
業

所
を
対
象
に
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　

工
業
統
計
調
査
は
我
が
国
の
工
業

の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
統
計
法
に
基
づ
く
報
告
義

務
が
あ
る
重
要
な
統
計
で
す
。

　

調
査
結
果
は
中
小
企
業
施
策
や
地

域
振
興
な
ど
の
基
礎
資
料
と
し
て
利

活
用
さ
れ
ま
す
。

　

調
査
時
点
は
26
年
12
月
31
日
で
す
。

調
査
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、本
年
12

月
か
ら
来
年
１
月
に
か
け
て
調
査
員

が
お
伺
い
し
ま
す
。調
査
票
に
御
記
入

い
た
だ
い
た
内
容
は
、統
計
作
成
の
目

的
以
外（
税
の
資
料
な
ど
）に
使
用
す

る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

調
査
票
へ
の
ご
回
答
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

お問い合わせは、
（☎63・2051）まで。

総
務
政
策
課

お
知
ら
せ

工
業
統
計
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

コ
ウ
ち
ゃ
ん

人
権
相
談
・
行
政
相
談
・

心
配
ご
と
相
談
合
同

相
談
所
開
設
の
お
知
ら
せ

　

12
月
９
日（
火
）、人
権
相
談
・
行

政
相
談
・
心
配
ご
と
相
談
の
合
同

相
談
所
を
、日
高
町
保
健
福
祉
総
合

セ
ン
タ
ー
２
階
会
議
室
で
午
後
１

時
か
ら
４
時
ま
で
開
設
し
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
、秘
密
は
固
く

守
ら
れ
ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　

相
談
員
は
、社
会
福
祉
協
議
会

会
長
・
副
会
長
、民
生
児
童
委
員
、

人
権
擁
護
委
員
、行
政
相
談
委
員
、

弁
護
士
の
方
々
で
す
。

　

詳
し
く
は
、日
高
町
社
会
福
祉
協

議
会（
☎
６
３
・
２
７
５
１
）ま
で
。


